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【変更理由】

次の理由から国有林野管理経営規程（平成11年農林水産省訓令第２号）第６条第９項の規定

に基づき変更するものである。

１ 国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管理経営に関する法律等

の一部を改正する等の法律（平成24年法律第42号）附則第３条の規定により変更する。

【変更項目及び頁】

……………………………………………………１ 国有林野の管理経営に関する基本的な事項 １

…………………………………………………（２）機能類型に応じた管理経営に関する事項 １

…………（３）森林の流域管理システムの下での森林・林業再生に向けた貢献に必要な事項 ６

…………………………………………………………２ 国有林野の維持及び保存に関する事項 ８

………………………………………………………………………………（４）その他必要な事項 ８

……………………………………………………………………４ 国有林野の活用に関する事項 ８

……………………………………………………………………（１）国有林野の活用の推進方針 ８

５ 公益的機能維持増進協定に基づく林道の開設その他国有林野と一体として整備

……………及び保全を行うことが相当と認められる民有林野の整備及び保全に関する事項 ８

………………………………………（１）公益的機能維持増進協定締結に関する基本的な方針 ８

（２）国有林野と一体として整備及び保全を行うことが相当と認められる

………民有林野の整備及び保全に関する事項 ９
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１ 国有林野の管理経営に関する基本的な事項

（２）機能類型に応じた管理経営に関する事項

① 機能類型ごとの管理経営の方向

国有林野の管理経営に当たっては、公益重視の管理経営の一層の推進を旨とする方針の

下で、個々の国有林野を重視すべき機能に応じて区分し、いわゆる公益林として適切な管

理経営を行うものとする。

具体的には、国有林の地域別の森林計画に定める公益的機能別施業森林の区域との整合

に留意しつつ、当計画区の国有林野を、国土保全を目的とする「山地災害防止タイプ」、

原生的な森林生態系の維持・保存等を目的とする「自然維持タイプ」、森林レクリエーシ

ョン利用等を目的とする「森林空間利用タイプ」、気象緩和等人間の居住環境の保全を目

的とする「快適環境形成タイプ」、水源の涵養を目的とする「水源涵養タイプ」の５つに
かん かん

区分する。なお、国有林の地域別の森林計画における公益的機能別施業森林と機能類型と

の関係は下表に示すとおりである。

また、林相の維持・改良等に必要な施業の結果、伐採・産出される木材の有効利用、及

び機能発揮に支障を及ぼさない範囲で齢級構成の平準化や地域のニーズに応じて必要な主

伐を計画的に行い、伐採木を供給していく。

なお、具体的な取扱いについては、別途定める管理経営の指針に基づき実施することと

する。

国有林の機能類型と公益的機能別施業森林の対応

注）分収林・共用林野については、契約等に基づく取扱いとする。
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ア 山地災害防止タイプにおける管理経営の指針その他山地災害防止タイプに関する事項

山地災害防止タイプは、土砂の流出・崩壊、その他山地災害による人命・人家等施設

の被害の防備、その他災害に強い国土の形成に係る機能を重点的に発揮すべき森林であ

り、次の事項に留意して、保全対象と当該森林の位置的関係、地形や地質、森林現況等

を踏まえた適切な管理経営を行うこととする。

具体的には、山地災害防止タイプについては、土砂流出・崩壊防備エリアと気象害防

備エリアの２つに分けて取り扱う。

（ア）土砂流出・崩壊防備エリア

山地災害防止タイプのうち、土砂流出・崩壊防備エリアでは、根系が深く発達し、適

度な陽光が入るよう密度管理することによって下層植生の発達が良好な森林に誘導又は

維持し、必要に応じて土砂の流出、崩壊を防止する治山施設等を整備する。

（イ）気象害防備エリア

山地災害防止タイプのうち、気象害防備エリアでは、下枝が密に着生しているなど遮

蔽能力が高く、諸害に対する抵抗力の強い樹種によって構成される森林に誘導し又はこ

れを維持するために必要な管理経営を行う。

山地災害防止タイプの面積 単位：ha

区 分 山地災害防止タイプ うち土砂流出・ うち気象害防備

崩壊防備エリア エリア

面 積 １１，９２２ １１，８６８ ５４

イ 自然維持タイプにおける管理経営の指針その他自然維持タイプに関する事項

自然維持タイプは、自然の推移に委ねることを原則として、保護を図るべき森林生態

系を構成する野生動植物等の特性に応じ、保全すべき自然環境の維持・形成に必要な管

理経営を行う。

なお、希少な野生動植物の生息・生育に資するために必要な森林、遺伝資源の保存に

必要な森林等については、「保護林」に設定し、適切に保全を図る。

自然維持タイプの面積 単位：ha

区 分 自然維持タイプ
うち保護林

面 積 １４，４３７ ６，１５３
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ウ 森林空間利用タイプにおける管理経営の指針その他森林空間利用タイプに関する事項

森林空間利用タイプは、保健、文化、教育等様々な利用の形態に応じた管理経営を行

うものとし、具体的には、景観の向上やレクリエーションの利用を考慮した森林の整備

を行い、必要に応じて遊歩道等の施設の整備を行う。

なお、国民の保健・文化的利用に供するための施設又は森林の整備を積極的に行うこ

とが適当と認められる国有林野については、「レクリエーションの森」として選定する。

既存の「レクリエーションの森」については、施設の老朽化や利用者ニーズ等の変化を

踏まえ、リフレッシュ対策を実施していくとともに、利用が著しく低位にある地区や今

後の維持管理等が見通し難い地区については、地元自治体をはじめ幅広い地域関係者等

の意見を充分勘案し、必要に応じて廃止を含めた見直しを図る。

森林空間利用タイプの面積 単位：ha

区 分 森林空間利用タイプ
うちレクリエーションの森

面 積 ９，７７５ ２，３６８

エ 快適環境形成タイプにおける管理経営の指針その他快適環境形成タイプに関する事項

快適環境形成タイプは、騒音や粉塵等の緩和及び風害や霧害等の気象災害防止等、地

域の快適な生活環境を保全する観点から、汚染物質の吸着能力が高く、かつ、抵抗性が

あり、葉量の多い樹種によって構成される森林に誘導し又はこれを維持するために必要

な管理経営を行う。

快適環境形成タイプの面積 単位：ha

区 分 快適環境形成タイプ

面 積 該当なし

オ 水源涵養タイプにおける管理経営の指針その他水源涵養タイプに関する事項
かん かん

水源涵養タイプは、良質で豊かな水の安定供給を確保する観点から、浸透・保水能力
かん

の高い森林土壌を有し、根系や下層植生の発達が良好な森林に誘導し又はこれを維持す

るために必要な管理経営を行う。

水源涵養タイプの面積 単位：ha
かん

区 分 水源涵養タイプ
かん

面 積 ３４，３３０
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② 地域ごとの機能類型の方向

当計画区は、次の地区に大別され、それぞれ重点的に行うべき管理経営は次のとおりで

ある。

ア 気仙沼・唐桑・本吉地区（301～355林班）

当地区は、気仙沼市、本吉町に所在する丘陵林で、大部分がスギ、アカマツの人工林

からなっている。当地区の下流には、住宅地、農耕地があり、洪水緩和や水質保全など

水源涵養機能を発揮させるため、主として「水源涵養タイプ」と「山地災害防止タイ
かん かん

プ」に区分して間伐等を行いながら管理経営を行うこととする。

イ 志津川地区（360～381林班）

当地区は、南三陸町に所在する丘陵林で、一部にアカマツ、コナラ等の天然林が見ら

れるが大半はスギ、アカマツ等の人工林で占められている。当地区の下流には、住宅地、

農耕地があり、洪水緩和や水質保全など水源涵養機能を発揮させるため、主として「水
かん

源涵養タイプ」に区分して間伐等を行いながら管理経営を行うこととする。
かん

ウ 金華山地区（502～509林班）

当地区は、鮎川沖の金華山に位置し、一部にアカマツ等の人工林が見られるものの大

部分はアカマツ、モミ、ブナ、カヤ、ケヤキ等の天然林に覆われている。優れた景観を

有するため、人の入り込みが多く、その全域を「金華山自然観察教育林」に設定してい

るとともに、「南三陸金華山国定公園」の特別保護地区及び特別地域に指定されている。

さらに風致保安林にも指定され、人の入り込みも多いことから、自然環境保全等保健文

化機能を発揮させるため、「森林空間利用タイプ」に区分して管理経営を行うこととす

る。

エ 牡鹿半島地区（510～540林班）

当地区は、牡鹿半島の丘陵林で、その大部分をスギ、アカマツ等の人工林が占めてい

る。この地区の大部分は、「南三陸金華山国定公園」に指定されており、自然環境保全

及び保健文化機能を発揮させるべき箇所については、「自然維持タイプ」と「森林空間

利用タイプ」に区分して管理経営を行うこととする。

オ 北上川河口地区（550～597、649林班）

当地区は、北上川の河口部と雄勝地区に位置する丘陵林で、その大部分がスギ、アカ

マツ等の人工林が占めている。当地区の下流域には集落地が多く、北上川が市街地に注

ぎ、更に、雄勝湾等沿岸漁業を行っている数カ所の湾に至ることから、洪水緩和や水質

保全など水源涵養機能を発揮させるため、主として「水源涵養タイプ」と「山地災害防
かん かん

止タイプ」に区分して管理経営を行うこととする。

また、「南三陸金華山国定公園」と「硯上山万石浦県立自然公園」に指定されている

箇所については自然環境保全機能を発揮させるため、希少な猛禽類の繁殖地として国の

史跡名勝天然記念物に指定されている箇所についてはその保護を図るため、「自然維持

タイプ」と「森林空間利用タイプ」に区分して管理経営を行うこととする。
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カ 米川地区（621～648、650、652、653林班）

当地区は、北上川の最下流域に位置する丘陵林で、その大部分をスギ、アカマツ等の

人工林が占めている。当地区の下流域には、多くの集落地が接近しており、洪水緩和や

水質保全など水源涵養機能を発揮させるため、主として「水源涵養タイプ」に区分して
かん かん

間伐等を行いながら管理経営を行うこととする。

キ 石巻海岸地区（541～549林班）

当地区は、石巻湾周辺に位置する砂丘林及び丘陵林で、砂丘林はクロマツ天然林、丘

陵林はアカマツを主とする人工林からなっている。当地区は、石巻市街地に近く、大半

が潮害防備保安林に指定しており、生活環境機能を発揮させるため、主として「山地災

害防止タイプ」に区分して間伐等を行いながら管理経営を行うこととする。

また、矢本海岸地域には「矢本自然観察教育林」を設定し、石巻市民をはじめ広く県

民の憩いの場として利用されており、保健文化機能を発揮させるため、「森林空間利用

タイプ」に区分して管理経営を行うこととする。

ク 栗駒・花山地区（1～60林班）

当地区は、奥羽山脈の栗駒山の南東斜面に位置する山岳林が主体であり、当地区の上

部は、山頂付近はハイマツが生育する高山帯、標高が低くなるにしたがってミネカエデ、

ミヤマナラ等の亜高山帯、ブナを主とする山地帯へと移行している。当地区の上部は、

「栗駒国定公園」の中核的な部分であるとともに、原生的な自然環境の保護等のため

「栗駒山・栃ケ森山周辺森林生態系保護地域」として設定しており、自然環境保全機能

及び保健文化機能を発揮させるため、「自然維持タイプ」と「森林空間利用タイプ」に

区分して管理経営を行うこととする。また、当地区の下部は、集落地に接しているとと

もに、荒砥沢ダム・栗駒ダム及び花山ダムの集水域となっており、洪水緩和や水質保全

など水源涵養機能を発揮させるため、主として「水源涵養タイプ」と「山地災害防止タ
かん かん

イプ」に区分して間伐等を行いながら管理経営を行うこととする。

なお、平成２０年岩手・宮城内陸地震により発生した山地被害については、治山事業

や林道事業などを積極的に実施し、早期の復旧を図ることとする。

ケ 鬼首地区（101～162、286～289林班）

当地区は、荒雄岳を中心に、須金岳、軍沢岳、大柴山等の山々が馬蹄形に広がるカル

デラ地形の山岳林で、上部は、ミネカエデ及びミヤマナラ等の亜高山帯とブナを主とす

る天然林からなり、下部は、ブナ等の天然林及びスギ、カラマツ等の人工林となってい

る。

当地区の大部分が「栗駒国定公園」に指定され、江合川（荒雄川）上流部は特別地域

など特に自然環境の維持が期待されている。

また、「鬼首野外スポーツ地域」、「鳴子野外スポーツ地域」はスキー場として広く

利用されているなど、保健文化機能の発揮が期待されていることから、主として「自然

維持タイプ」と「森林空間利用タイプ」に区分して管理経営を行うこととする。

これ以外の地域は火山地帯特有の脆弱な地質が多く、山麓周辺には集落地や温泉地等

が接近しており、大谷川流域では、ＪＲ陸羽東線、国道４７号線及び集落地が接近して

いることから山地災害防止機能及び水源涵養機能を発揮させるため、「水源涵養タイ
かん かん
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プ」と「山地災害防止タイプ」に区分して間伐等を行いながら管理経営を行うこととす

る。

コ 田川地区（201～207、209、210、277～282林班）

当地区は、鳴瀬川支流の田川水系の源流部、東峠、住吉森、越後尻の東側斜面に広が

る山岳林で、大部分がブナを主とする天然林及びスギ、カラマツ等の人工林となってい

る。当地区の下流域には集落地や農耕地等があることから、大部分が水源かん養保安林

と土砂流出防備保安林に指定しており、山地災害防止機能及び水源涵養機能を発揮させ
かん

るため、主として「水源涵養タイプ」と「山地災害防止タイプ」に区分して間伐等を行
かん

いながら管理経営を行うこととする。

サ 船形地区（208、211～275、285林班）

当地区は、船形連峰の翁峠、船形山、北泉ケ岳の北東斜面に位置する山岳林で、上部

は、ミネカエデ及びミヤマナラ等の亜高山帯及びブナを主とする原生的な天然林が広が

っており、山麓部は、スギ、カラマツ等の人工林及びブナを主とする広葉樹の天然林か

らなっている。

当地区は、ほぼ全域が「船形連峰県立自然公園」の指定地となっており、特に、船形

山を含む稜線周辺は特別地域で公園の中核的な存在となっている。また、稜線付近の天

然記念物の指定を受けている箇所を保護林に設定しているほか、国道３４７号線沿いに

位置する県立自然公園外の筒砂子沢上流部は、自然景観の維持が期待されていることか

ら、自然環境保全機能及び保健文化機能を発揮させるため、「自然維持タイプ」と「森

林空間利用タイプ」に区分して管理経営を行うこととする。

それ以外の地域は、下流域に集落地があり、その水源として期待されていることから

大部分を水源かん養保安林に指定しており、主として「水源涵養タイプ」に区分して間
かん

伐等を行いながら管理経営を行うこととする。

（３）森林の流域管理システムの下での森林・林業再生に向けた貢献に必要な事項

国有林野の管理経営に当たっては、流域を単位として民有林・国有林が連携して森林の

整備等を行う流域管理システムの下で、宮城北部流域森林・林業活性化協議会等の場を通

じ、県、市町村、森林組合、林業事業体等と密接な連携を図りながら、地域の森林・林業

の再生に貢献していくため、組織・技術力・資源を活用し、民有林の経営に対する支援等

を先導的・積極的に進めていく。

具体的には、地元材の需要拡大の推進と安定供給、低コスト作業システムの推進、間伐

促進のための高性能林業機械の活用や列状間伐の実施、効率的な路網整備、松くい虫の被

害拡大防止とナラ枯れ被害防止、ボランティア団体等が実施する森林整備、体験林業等の

場としてフィールドの提供などに積極的に取り組むこととする。

① 低コスト化を実現する施業モデルの展開と普及

県、市町村、林業事業体と連携し、地形等諸条件に適合した林業機械の組合せと生産性

を検証し、効率性の高い作業システムの構築を図る。また、現地検討会等を開催すること

により、民有林における低コスト化施業の普及・定着に努める。
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② 林業事業体の育成

事業の早期発注、年間の事業発注見通しの情報提供など、計画的な事業の発注に努める

ことにより、事業体の安定的な雇用の確保に資することとする。また、国有林材の安定供

給システム販売の推進、低コスト作業システムを推進するための現地検討会の実施などに

努める。

③ 民有林と連携した施業の推進

隣接する民有林との連携により事業の効率化や低コスト化等が図られる区域については、

森林共同施業団地を設定し、地域における施業の集約化を促進する。具体的には、民有林

と連結した路網の整備と相互利用の推進、土場の共有化、計画的な間伐等の森林整備の実

施、民有林材との協調出荷などに取り組む。

具体的には、加美町小野田地域に設定している森林共同施業団地において、路網の相互

利用や集中的な間伐等を民有林・国有林一体となって推進する。

また、民有林と連携して、間伐等から生産される木材資源から木質バイオエネルギーと

しての活用を推進する。

森林共同施業団地

箇所数
面積（ha）

国有林 民有林

１ １４３．１６ ７２．７２

④ 森林・林業技術者等の育成

森林・林業の再生に向け市町村行政の支援を行うため、国有林野事業において専門的か

つ高度な知識・技術と現場経験を有するフォレスター等を各種研修や業務を通じて育成す

ることとする。

また、育成したフォレスター等及び県のフォレスター等と連携し、市町村森林整備計画

策定への支援を行うとともに、技術指導や研修に必要な国有林野の多種多様なフィールド

の提供、意見交換会等を通じて民有林の人材育成を支援する。

⑤ 林業の低コスト化等に向けた技術開発

民有林経営への普及を念頭にした効果的な間伐や路網と高性能林業機械等を組み合わせ

た低コストで効率的な作業システム等の技術開発を推進する。

その際、多様な森林のまとまりのあるフィールドを活用し、先駆的な技術や手法につい

て国有林の管理経営や民有林における普及・定着に努める。

⑥ その他

ア 安全・安心の取組

栗原市と連携し、平成２０年６月１４日発生の岩手・宮城内陸地震により大きな被害

を受けた箇所の復旧作業が進んでおり、災害復旧現場に一般市民を案内し地域住民の安

全安心のために国有林野事業をはじめ各機関で取り組んだ成果を視察してもらい、森林

整備、治山事業の重要性など国有林野事業のＰＲを図っていく。
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イ 下流住民等に対する情報提供、林業体験活動等

栗原市復興ふるさと植樹活動は、宮城県・栗原市・耕英地区振興協議会・栗駒の自然

を守る会・ＮＰＯ法人（森林との共生を考える会）、森林環境教育の推進は石巻市立大

原小学校と連携しながら、植樹の技術指導や森林環境教育の推進により森林の働き等の

情報発信に務める。

２ 国有林野の維持及び保存に関する事項

（４）その他必要な事項

④ 地域住民、ボランティア、NPO等との連携

「自然維持タイプ」と「森林空間利用タイプ」については、地域住民、ボランティア、

NPO等とも連携を図りながら、生物多様性保全の観点も踏まえつつ希少種の保護や移入

種の侵入防止等に努めることとする。

４ 国有林野の活用に関する事項

（１）国有林野の活用の推進方針

本計画区内の金華山自然休養林は、ブナ、モミを主とする天然林とアカマツ、クロマツ人

工林からなる優れた森林景観を有しているとともに、サル、シカ等の豊富な野生動物が生息

しており自然探勝、探求、散策ピクニック、野営等の野外スポーツの場などとして利用され

ている。

このように、国有林野の活用に当たっては、当計画区の自然的、社会・経済的な特色を踏

まえつつ、住民の意向等を考慮して、公用・公共用・公益事業の用に供する活用、都市と農

山漁村の交流の促進、公衆の保健のための活用等地域における産業の振興や住民の福祉の向

上に資するよう努める。

レクリエーションの森

種 類 箇所数 面 積（ha）

自然休養林 １ ９０５

自然観察教育林 ２ ８１９

風景林 － －

森林スポーツ林 － －

野外スポーツ地域 ２ ５５９

風致探勝林 － －

総 数 ５ ２，２８３

５ 公益的機能維持増進協定に基づく林道の開設その他国有林野と一体として整備及び保全を

行うことが相当と認められる民有林野の整備及び保全に関する事項

（１）公益的機能維持増進協定の締結に関する基本的な方針

国有林野に隣接・介在する民有林野の中には、小規模で孤立分散し立地条件が不利であ

ること等から森林所有者等による施業が十分に行われず、当該民有林野における土砂流出
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等の発生が国有林野の有する国土保全等の公益的機能の発揮に悪影響を及ぼす可能性があ

る。

このような場合において、国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るために有効か

つ適切なものとして、公益的機能維持増進協定制度を活用し、民有林野と一体的に施業を

実施する取組を推進することとし、このことを通じて民有林野の有する公益的機能の維持

増進にも寄与することとする。

具体的には、森林施業の集約化を図るための林道や森林作業道の開設とこれらの路網を

活用した間伐等の施業、地域の森林における生物多様性の保全を図る上で必要となる施業

等を民有林野と一体的に実施する取組を推進する。

（２）国有林野と一体として整備及び保全を行うことが相当と認められる民有林野の整備及び

保全に関する事項

公益的機能維持増進協定の締結に当たっては、森林法等の定めに従い、民有林野の森林

所有者等にも原則として相応の費用負担を求めるなど、合理的な役割分担の下での一体的

な森林の整備及び保全の実施に向けた条件整備を進めることとする。


